
想

あ
る
時
米
銭
を
務
ふ
も
の
で
あ
る
と
醤
い
て
ゐ
る
。

後
世
に
は
石
川
郡
藤
江
村
に
こ
戸
の
鐸
々
が
あ
っ

て
、
共
に
三
太
夫
と
い
ひ
、
佳
節
に
は
城
下
に
入
。

来
っ
て
施
典
を
受
け
た
。
又
羽
咋
郡
上
聞
村
に
縛
々

の
居
た
こ
と
は
、
前

m利
常
が
承
邸
二
年
三
用
サ
二

日
の
印
醤
に
宛
所
持
々
三
郎
太
夫
で
、
『
於
能
州
mm喰

郡
押
水
庄
上
岡
村
居
屋
敷
三
百
五
十
歩
之
践
、
任
天

正
年
中
先
制
之
旨
宛
行
場
。
諮
役
等
無
相
謹
令
兎
許

者
也
。
仰
如
件
。
』
と
あ
る
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
が
、

こ
れ
は
ま
だ
幸
若
を
節
ふ
も
の
で
あ
っ
た
か
も
知
れ

ぬ。
マ
プ
チ
カ
フ
馬
淵
家
譜
一
加
、
貿
永
五
年
府

調
高
定
の
撰
。
室
鳩
巣
が
序
文
を
加
へ
て
居
る
。

マ
プ
チ
コ
ダ
晶
・
ワ
馬
淵
小
太
夫
元
雄
十
年
御

居
間
坊
主
と
な
り
、
御
歩
強
か
ら
新
番
蹴
に
主
り
、
亭

保
入
年
新
知
百
三
十
行
を
得
て
組
外
に
列
L
、
九
年

五
十
石
を
加
晴
せ
ら
れ
、
十
二
年
六
周
コ
一
日
現
し
た
。

子
源
相
織
い
で
滞
に
仕
へ
る
。

マ
プ
チ
シ
ゲ
ユ
キ
馬
淵
霊
行
遁
稽
乙
次
郎
。

突
は
源
左
衛
門
玄
道
。
家
俸
の
三
池
流
算
法
を
受
け

た
が
、
時
恰
も
和
算
表
額
の
時
に
臨
し
、
明
治
サ
四

年
五
周
三
十
日
五
十
七
践
を
以
て
現
し
た
。

マ
プ
チ
タ
カ
サ
ダ
馬
淵
高
定
活
様
友
之
助
。

加
右
衛
門
高
倫
の
子
。
寛
文
十
一
年
十
二
舟
前
倒
綱

紀
の
奥
小
勝
と
な
り
、
延
賀
七
年
馬
麹
組
、
天
和
二

年
大
小
勝
組
に
斑
し
、
費
永
ご
年
よ
り
亭
保
三
年
・
二

周
ま
で
宮
腰
町
奉
行
と
な
り
。
七
年
五
周
廿
六
日
六

十
六
歳
で
夜
し
た
。
高
定
弓
馬
の
故
貨
に
精
泌
し
、

古
鶴
中
武
人
必
畿
の
事
蹴
、
部
び
に
掠
仰
の
史
貨
を
採

録
し
て
、
武
家
混
目
集
一
一
向
六
十
容
を
捜
し
た
。
共

の
他
能
越
城
主
記
一
容
・
笈
捜
記
三
容
・
畿
内
遊
覧
馬

淵
私
偲
等
の
著
が
あ
る
。

マ
プ
チ
タ
カ
サ
ダ
馬
淵
喬
貞
逝
務
春
本
・
治
太

マ
フ
ー
ー
マ，、

夫
・
治
内
。
御
居
間
坊
主
よ
り
御
歩
に
昇
り
、
元
文

五
年
新
番
と
な
り
、
貿
腐
十
一
年
新
知
百
石
を
受
け

て
組
外
に
班
し
、
明
和
元
年
間
伐
し
た
。
子
孫
務
に
世

襲
す
る
。

マ
プ
チ
タ
カ
マ
ザ
馬
淵
高
政
遺
構
加
右
衛
門
。

初
め
揃
秀
政
に
従
ひ
、
次
い
で
前
田
利
常
に
仕
へ
て

茸
百
石
を
領
し
、
大
坂
再
役
に
は
首
二
つ
を
獲
た
。

子
孫
入
代
政
馬
定
則
五
百
石
を
受
け
た
が
、
文
政
十

一
年
七
局
八
日
出
奔
し
て
断
絶
し
た
。

マ
プ
チ
タ
カ
ユ
キ
馬
淵
脅
行
逝
稽
照
左
衛
門
。

初
め
御
録
用
者
で
あ
っ
た
が
、
明
和
元
年
尖
詩
貞
の

後
を
襲
い
で
百
石
を
領
し
、
組
外
に
列
し
、
結
仙
院

附
御
用
人
・
年
寄
中
席
御
用
を
経
、
ご
年
五
十
石
を

加
へ
、
十
ご
年
御
護
所
奉
行
と
な
。
、
文
化
十
四
年

波
し
た
0

.
マ
プ
チ
タ
ツ
ミ
チ
馬
淵
立
諮
溜
群
源
左
衛
門
。

突
は
文
邸
。
明
倫
堂
の
鐸
製
師
範
と
な
り
、
麗
臨
二

年

E
n十
日
夜
し
た
。

マ
プ
チ
ナ
カ
ノ
プ
馬
淵
仲
暢
逝
癖
粥
太
郎
・
七

郎
左
衛
門
。
高
定
の
子
で
あ
る
が
、
早
世
し
て
家
を

裂
が
な
か
っ
た
。
仲
鶴
、
矢
の
義
武
家
混
目
集
か
ら

天
文
六
年
以
降
貞
手
元
年
に
去
る
加
賀
滞
に
関
す
る

こ
と
の
み
を
放
摘
し
て
、
混
同
袋
一
本
容
を
な
し
た
。

一
に
加
除
御
年
純
と
も
い
ふ
。

マ
プ
チ
ノ
プ
ユ
キ
馬
淵
信
行
遺
構
辰
五
郎
・
宇

左
衛
門
・
任
蔵
・
次
郎
左
衛
門
・
判
太
夫
・
知
右
衛
門
。

箆
延
三
年
焚
宇
太
夫
義
阪
の
越
知
百
八
十
石
を
製

ぎ
、
御
馬
麹
に
涯
し
、
明
和
四
年
表
小
勝
と
な
り
、

天
明
五
年
五
十
石
を
増
し
、
六
年
表
小
勝
横
目
に
締

じ
、
寛
政
元
年
夜
し
た
。

マ
プ
チ
フ
ミ
イ
へ
馬
淵
文
略
逝
稽
皐
吉
・
源
之

丞
、
柳
郷
と
賎
し
た
。
加
賀
務
の
歩
士
で
、
御
算
用

揚
に
出
仕
し
、
降
四
十
俵
を
受
け
た
。
文
邸
三
池
誠

の
算
法
を
村
松
秀
先
に
畢
び
、
寛
政
十
年
師
の
後
を

受
け
て
明
倫
堂
の
算
事
師
範
に
列
し
、
享
和
二
年
敏

感
褒
操
、
四
年
勾
股
弦
無
奇
術
解
を
著
し
た
。
天
保

元
年
七
用
十
一
日
夜
。

マ
へ
ガ
ハ
前
川
鹿
島
郡
能
脅
部
下
と
金
丸
領

と
の
入
曾
杉
谷
か
ら
流
出
し
、
金
丸
領
で
邑
知
潟
に

注
ぐ
。
流
程
二
粁
六
許
。

マ
ヘ
ガ
ハ
前
川
鹿
島
郡
黒
氏
領
八
幡
並
び
に

野
下
し
か
ら
流
出
し
、
一
背
領
の
う
ち
深
海
で
濁
川

に
務
合
ふ
。
疏
程
ご
粁
許
。

マ
へ
ガ
ハ
前
川
鹿
島
郡
宋
坂
領
か
ら
流
出
し
、

町
屋
領
で
ご
宮
川
に
務
合
ふ
。
流
種
五
粁
許
。

マ
ヘ
ガ
ハ
セ
ン
ス
ケ
前
川
千
備
前
田
利
家
に

仕
へ
て
百
八
十
石
を
領
し
た
。
そ
の
子
小
兵
衛
は
狩

野
氏
を
胃
し
、
前
田
利
政
に
仕
へ
て
八
十
石
を
領
し
、

小
兵
衛
の
子
奥
三
兵
衛
は
蹟
瀬
氏
を
稽
し
て
利
常
に

仕
へ
た
。
子
採
相
纏
い
で
務
に
仕
へ
る
。

マ
ヘ
ダ
ウ
ヂ
前
田
氏
ハ
加
賀
務
主
〉
ハ
一
)
氏

姓

l
前
田
氏
は
菅
原
氏
よ
り
出
た
と
せ
ら
れ
る
。
し

か
し
最
初
か
ら
必
ず
し
も
定
姓
が
な
く
、
天
正
十
四

年
利
家
が
突
の
影
像
を
紫
野
大
徳
寺
塔
頭
輿
臨
院
に

納
め
た
時
、
そ
の
設
に
、
『
能
州
太
守
平
氏
前
回
筑
前

刺
史
。
先
祖
之
法
名
目
=
休
搬
道
機
庵
主
吋
』
と
い
ひ
、

十
六
年
四
周
楽
祭
行
幸
の
時
の
容
詞
及
び
詠
般
に

は
、
利
家
・
利
長
共
に
盟
臣
朝
霞
と
記
し
、
慶
長
二

年
白
山
均
時
静
祉
の
紳
額
に
も
亦
加
賀
大
納
言
盤
臣

朝
臣
利
家
卿
と
載
せ
て
あ
る
。
然
る
に
慶
長
十
年
徳

川
秀
忠
の
利
常
に
松
平
民
を
胃
さ
.
し
め
た
時
、
叉
源

民
を
も
賜
は
っ
た
知
〈
九
元
和
・
寛
永
中
に
は
常
に

源
朝
臣
利
光
叉
は
利
常
と
醤
い
て
ゐ
て
、
菅
原
民
を

冠
し
た
も
の
は
一
も
之
を
見
ぬ
。
し
か
し
前
回
民
が

遭
奨
の
苗
簡
で
あ
る
と
の
停
設
も
夙
く
利
家
の
時
か

ら
あ
っ
た
こ
と
で
、
利
家
夜
話
に
は
侯
自
身
屡
之
を

A 

話
っ
た
と
見
え
、
利
家
着
用
の
鐙
に
は
胸
に
天
満
宮

の
三
宰
を
現
し
て
居
る
の
み
な
ら
ず
、
元
和
四
年
七

用
利
常
が
、
永
隊
=
一
年
九
用
官
五
日
梶
井
宮
の
奥
書

あ
る
儒
管
公
筆
法
曹
粧
を
北
野
神
社
に
奉
納
し
た
こ

と
も
、
亦
同
一
の
信
仰
に
よ
る
も
の
と
思
は
れ
る
。

き
れ
ば
寛
永
十
八
年
締
軍
家
光
が
、
諸
家
系
闘
偲
を

編
輯
す
る
に
富
。
、
そ
の
資
料
を
諸
侯
に
徴
す
る
に

及
び
、
家
光
は
前
田
光
高
が
家
康
の
曾
採
に
諮
る
を

以
て
、
前
回
民
を
源
氏
た
ら
し
め
る
震
に
、
天
海
を

介
し
て
懲
恕
し
た
る
に
抑
ら
ず
、
林
癒
山
に
期
し
て

菅
原
氏
を
出
自
と
す
る
系
闘
を
作
ら
し
め
、
十
二
周

幕
府
に
提
出
し
た
。
こ
の
系
闘
は
浅
文
な
る
と
閥
文

な
る
と
あ
る
が
、
事
寛
同
一
の
も
の
で
そ
の
初
に
、

前
田

中
納
言
利
常
始
賜
z
松
平
氏
目
的
成
紋
靴
ん
即
断
、
秀
育

公
之
時
賜
=
菊
奥
甲
山
刷
。

菅
丞
相
之
後
胤
也
。
菅
丞
相
在
=
筑
紫
-
生
二
一
子
一

見
日
=
前
回
二
期
日
=
原
回
一
共
後
前
回
民
衆
昌
子
同

州
-
鑓
=
住
人
↓

慶
長
七
年
十
周
晦
日
夜
亥
降
、
需
設
=
加
州
金
・
搾

天
主
閑
-
時
、
腕
競
之
家
純
資
器
等
悉
焼
失
。

と
の
み
あ
っ
て
、
そ
の
次
は
利
昌
ハ
利
春
〉
・
利
家
と

次
第
し
て
ゐ
る
に
過
ぎ
ぬ
。
前
町
綱
紀
の
時
天
和
市

木
下
貞
幹
を
し
て
拠
ぱ
し
め
た
前
悶
民
世
耕
も
、
亦

選
良
を
始
組
と
し
て
腐
る
が
、
高
組
を
利
家
と
し
て
、

そ
の
閲
の
連
絡
に
就
い
て
は
何
等
記
述
せ
ぬ
。
故
に

前
回
氏
が
菅
原
民
を
出
自
と
す
る
信
仰
と
、
食
際
そ

の
凧
統
を
儒
へ
た
か
否
か
と
は
全
然
別
問
題
で
、
緩

山
が
遊
興
の
ご
子
の
見
を
前
凶
、
弟
を
原

mと
い
ふ

と
醤
い
た
こ
と
は
、
勿
論
服
妄
で
あ
る
。
美
濃
諸
趨

記
に
は
、
前
回
民
を
斑
藤
氏
の
探
流
と
し
、
そ
の
名

字
は
前
田
村
に
住
し
た
か
ら
起
っ
た
と
し
て
ゐ
る
。

然
れ
ば
尾
張
荒
子
に
移
っ
た
後
、
そ
の
地
が
前
鳳
抄

七
八
三


